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令和５年第１回豊頃町議会定例会会議録（第３号） 
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午前１０時００分 開議 

 

       ◎ 開議宣告 

●藤田議長 これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

       ◎ 会議録署名議員の指名 

●藤田議長 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定によって、１番石田貢議員及び２ 

番小笠原茂人議員を指名します。 

 

       ◎ 請願第１号 

●藤田議長 日程第２ 請願第１号食料安全保障の強化及び食料・農業・農村政策の

確立と酪農・畜産経営の安定を求める請願書の件を議題とします。 

 本件について、委員長の報告を求めます。 

 坂口産業厚生常任委員長。 

●坂口産業厚生常任委員長 請願審査報告書。 

本委員会に付託された請願を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第 

９４条第１項の規定により報告します。 

記。 

１、請願受理番号。 

請願第１号。  

２、付託年月日。 

令和５年３月７日。 

３、件名。 

食料安全保障の強化及び食料・農業・農村政策の確立と酪農・畜産経営の安定を求

める請願書。  

４、審査の結果。 

採択すべきものと決定。 

５、委員会の意見。 

ロシアのウクライナ侵攻によって、原油・生産資材価格や穀物相場の高騰により日

本国内では食料品・電気代等の相次ぐ値上げが国民生活に大きな影響を及ぼしてお

り、特に本町を含む十勝管内の基幹産業である酪農・畜産に関しては、経営存続の危

機にさらされている。このため、食料安全保障を強化する食料自給率向上、国内生産
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の基盤強化など新たな施策及び予算の確保と国民への理解醸成を図ることは、本町の

地域経済を守るためにも必要であることから願意妥当とするものである。 

以上。  

●藤田議長 これから、質疑を行います。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。  

これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●藤田議長 討論なしと認めます。 

これから、請願第１号を採決します。 

この請願に対する委員長の報告は、採択とするものです。 

お諮りします。 

本件は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

したがって、請願第１号は、委員長の報告のとおり採択することに決定しました。 

 

       ◎ 発議第１号 

●藤田議長 日程第３ 発議第１号豊頃町議会の個人情報の保護に関する条例の制定

についてを議題とします。 

 本案について、提出者の説明を求めます。 

 ６番大崎英樹議員。 

●６番大崎議員 発議第１号。 

 提出者、豊頃町議会議員大崎英樹。賛成者、豊頃町議会議員岩井明。同上坂口尚

示。同上小笠原茂人。 

 豊頃町議会の個人情報の保護に関する条例の制定について。 

 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第１１２条及び議会規則第１４条第２項の

規定により提出します。 

 提出の理由。 

 地方議会が改正後の個人情報の保護に関する法律の共通ルールの適用から除外され

ることに伴い、引き続き、議会においても改正後の個人情報の保護に関する法律の共

通ルールに沿った自律的な措置を講じるため、個人情報の適正な取扱いに関し必要な

事項を定めた条例を制定するものであります。 

 それでは、豊頃町議会の個人情報の保護に関する条例について、第１章総則から第
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６章罰則までについて、順次、説明をします。 

２ページ、第１条から５ページ、第３条についての第１章総則には、個人情報の適

切な取扱いや個人の権利利益を保護することの条例を制定するための目的や、氏名や

住所などの個人情報の定義及び議会の責務について規定。 

５ページ、第４条から１０ページ、第１６条についての第２章個人情報等の取扱い

には、個人情報の保有の制限や利用目的の明示など、議会における個人情報の取扱い

について規定。 

１１ページ、第１７条から１２ページ、第１８条についての第３章個人情報ファイ

ル等には、個人情報ファイル簿及び個人情報取扱事務登録簿について規定。 

１３ページ、第１９条から２５ページ、第４７条についての第４章開示、訂正及び

利用停止には、個人情報の開示請求権、訂正請求権、利用停止請求権及び審査請求な

どについて規定。 

２５ページ、第４８条から２６ページ、第５２条についての第５章雑則には、保有

個人情報の適用除外などの雑則について規定。 

２６ページ、第５３条から第５７条についての第６章罰則には、職員などが正当な

理由がないのに他者に情報を提供した場合の罰則などについて規定しております。 

 附則の第１項に、本条例の施行期日を令和５年４月１日からと定めております。ま

た、本条例の第４６条に、開示決定等に係る不作為についての審査請求があったとき

は、「豊頃町個人情報保護審査会条例」に規定する「豊頃町個人情報保護審査会」に

議長が諮問をし意見を聴く規定とするが、本定例会１日目に可決制定された「豊頃町

個人情報保護審査会条例」に議長からの諮問に対応するための規定がないことから、

本条例の附則第２項において、「豊頃町個人情報保護審査会条例」の一部を改正する

ための規定を定め、「豊頃町個人情報保護審査会」において、議長からの諮問に対応

できるようにしております。 

以上が「豊頃町議会の個人情報の保護に関する条例」の概要ですが、本条例につい

ては、全国町村議会議長会から示された条例の例に基づき作成したところであり、ま

た、第６章には罰則規定を設けていることから、釧路地方検察庁との協議を実施し、

既に協議が整っているところであります。 

 以上でございます。 

●藤田議長 これから、質疑を行います。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 
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●藤田議長 討論なしと認めます。 

 これから、発議第１号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、発議第１号は、原案のとおり可決されました。 

 

       ◎ 一般質問 

●藤田義長 日程第４ 一般質問を行います。 

 １項目ごとに発言を許します。 

 通告順番１、７番大谷友則議員、登壇願います。 

 大谷議員。 

●７番大谷議員 十勝川水系の治水対策についてお伺いいたします。 

２０１６年８月の台風により増水がありまして、あと１メートル水位が上がると十

勝川が氾濫するのではないかと思う様を見ていました。 

そのまま数年が経過していますが、このたび、帯広開発建設部は、道内にある１級

河川で初めて十勝川水系の整備計画の見直しを始めました。「国の河川対策だけで近

年の気候変動に対応しきれない」との危機感の下、帯広開発建設部では、十勝川と隣

接する市町村と話し合いながら計画を進めていきたいとの考えを持っているようであ

りますが、帯広開発建設部と今どのような話し合いがなされているのか、町長にお伺

いいたします。 

●藤田議長 按田町長。 

●按田町長 御質問に御答弁いたします。 

 議員がおっしゃるとおり、平成２８年８月の豪雨では、茂岩橋周辺の河川堤防の越

水が危惧されるほどの流量で、本町でも避難所を設け対応したところでございます。 

 現在、十勝川水系河川整備計画は、平成２５年６月に策定され、１５０年に一度の

水害を想定し計画されたものでございますが、平成２８年の豪雨では、想定流量を超

過したことから、新しい整備計画では、平成２８年の既往最大洪水を安全に流下させ

ることに加え、今後の気候変動で気温が２度上昇した状況においても、これまでの河

川整備計画と同程度の治水安全度を確保できるよう変更するというものでございま

す。 

 新たな整備計画では、茂岩観測地点での基本高水のピーク流量を現行の１.４倍と

して、水害のリスク低減のため、これまでも取り組んできた河道の掘削、遊水地の利
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用に加え、既存ダムの有効活用など、流域全体で取り組むこととしてございます。 

 十勝川の整備計画の見直しにつきましては、豊頃町としてもこれまでに関係機関に

要請を続けてきたところでございまして、整備計画の変更の基礎となる河川整備基本

方針の変更についても意見書を提出しているところであります。 

 十勝川水系河川整備計画の変更の原案につきましては、北海道開発局で本年１月１

３日から２月１０日までの間、パブリックコメントを募集してございました。これが

終わりましたら、３月末に変更計画が策定される予定だと聞いてございます。 

また、個別の具体的な事業につきましては、新たな整備計画に沿った形で計画・実

施されていくこととなります。 

本町といたしましても、町民の命や財産を守るため、関係機関と連携し、引き続き

流域治水対策を進めてまいりたいと、そのように思ってございます。 

 以上でございます。 

●藤田議長 大谷議員。 

●７番大谷議員 掘削が始まるようでありますが、昨年６月、７月の大雨により川幅

いっぱいの増水が数回、数日間続き、その間に上流より多くの土砂が流れてきて川底

に堆積しています。そのために十勝川の流れも変化して、川の流れ幅の３分の１のと

ころを流れ、ほかは浅くなって土砂が堆積しております。 

豊頃大橋上流５０メートル左側のところに、土砂の堆積による小島ができておりま

すし、それから先の上流では左右に小島が交互にできております。特に農野牛川と十

勝川の合流地点では土砂が堆積し、農野牛川の流れをせき止められていて、ところに

よっては５０センチ幅の流れが２本流出しているような状態でありますが、町長はこ

の現状を認識しているのかどうか。 

●藤田議長 按田町長。 

●按田町長 議員御指摘の状況については、私も見させていただいておりますし、確

認もしてございます。河道につきましては、底面が土砂の堆積によって詰まっている

ような状況となってございます。支線から出てくるところが特にひどい状況だという

ふうにも認識しておりますし、最近の出水が異常なまでに出てくるというようなとこ

ろでは、本線十勝川に大分そういった堆積土砂がたまっているような状況であるとい

うところでございます。 

 町といたしましても、毎年、開発局の河川事務所のほうには、そのような土砂の堆

積の除去という部分の要請・要望はさせていただいておりますけれども、今回こうい

った十勝川の河川整備計画の見直しというところの中で、また、下流域のほうから河

道の掘削等始まっていくというような話も聞いてございますので、そのような中で対

処のほうをしていただくよう、今後も要請・要望をしっかりとしていきたいと、その
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ように思ってございます。 

●藤田議長 大谷議員。 

●７番大谷議員 昨日の雨と融水による増水で、前回のように上流から土砂が運ばれ

てきて、川底に堆積するのではないかと心配しております。豊頃町は、十勝川の最下

流に位置しており、このまま土砂が堆積した状態では、上流の市町村に影響を与える

ものと思いますので、この現状をしっかりと把握していただき、今後の話し合いに取

り組んでいただきたい。 

いにしえから「国を治める者は水を治める」と言いますので、町民の安心・安全な

日常生活を守っていただきたいと思います。 

●藤田議長 按田町長。 

●按田町長 議員おっしゃるとおりだと思ってございます。豊頃町の歴史は、特に洪

水との歴史というようなことを言われてもおります。これも今年、治水１００年とい

うことで、開発建設部のほうもいろいろなところで話しております。記念行事もやら

れるようなのですが、そこも開発建設部のお話の中では、ここの親水路、今の十勝川

の話になりますと、最終的には豊頃町の話というところが出てきます。 

そういった意味でも、やはり下流域、全ての水がここにほぼ集まってくるというよ

うなところでございますから、それこそ昨年の７月、８月の雨などというのは、特に

それを現したような形でありました。上流域で降って、ここはそれほど天候もそんな

悪くなく降ってもいなかったのですが、全て集まってきて川が増水していると。内水

氾濫して、農作物も被害を受けているというような状況でございますので、今後とも

ここをしっかりと私の一つのライフワークとして、河川の整備等々含めまして要請、

要望をしっかりと今後も進めていきたいと思ってございます。 

 以上です。 

●藤田議長 大谷議員。 

●７番大谷議員 以上で終わります。 

●藤田議長 一般質問を続けます。 

 通告順番２、１番石田貢議員、登壇願います。 

 石田議員。 

●１番石田議員 １番石田でございます。私からは、３項目について質問をさせてい

ただきたいと思います。 

 初めに、１項目めでございますが、新型コロナウイルス感染拡大期における町政執

行への影響についてお伺いをしたいと思います。 

新型コロナウイルス感染期が拡大してから３年が経過し、ワクチン接種をはじめ、

様々なコロナ対策が講じられてきておりますが、町長就任以来、令和３年度及び令和
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４年度の町政執行に影響があったと思いますが、どのように捉えておられるのかお伺

いをしたいと思います。 

●藤田議長 按田町長。 

●按田町長 お答えいたします。 

 新型コロナウイルス感染症につきましては、令和元年１２月に確認されて以降、世

界的に感染が拡大し、パンデミックと言われる状況に至り、令和２年４月には新型イ

ンフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発出されるなど、多くの人の

健康や生活に影響を与えました。 

 町といたしましても、新型コロナウイルス感染症への対策は危機管理上重大な課題

であるとの認識の下、町民の皆様の生命を守るため、イベントの自粛や公共施設の閉

館、学校の休校、そして不用不急の外出の自粛要請など、対策を講じてきたところで

あります。 

 現在の感染の状況につきましては、議員も御承知のことと存じますけれども、新規

感染者数等も減少傾向が続いており、収束には至っていないものの、日常を取り戻し

つつありますが、私が令和３年４月に町長に就任した直後から現在まで、まさに新型

コロナウイルス感染症による制限の中で町政を担ってまいりました。 

町内外の会議会合や要請行動の自粛をはじめ、町内イベントや物販等の中止、移

住・定住対策や観光事業、保育所及び小中学校の行事への影響など、多くの事業に影

響を与えたと感じているところであります。 

 今後、新型コロナウイルス感染症については、感染症法上の位置づけが季節性イン

フルエンザと同類の５類に引き下げられるということになりますが、今後も動向を注

視しながら、感染拡大の防止と社会経済活動の維持の両立を目指してまいりたいと、

そのように思っているところでございます。 

●藤田議長 石田議員。 

●１番石田議員 この３年間の新型コロナウイルス禍や一年にわたるロシアのウクラ

イナ侵攻などの影響により、原油の高騰、また物価の高騰など、先行き不透明な状況

が続いている中、農業、漁業、林業、商工業などの経済への影響も深刻な状況となっ

ております。また、電気料金の大幅な値上げも予定されております。 

このような社会情勢の中で、町長は新年度の町政執行方針の中で、子供から高齢者

まで町民一人一人が安心して暮らせるまちづくりのために全力を尽くすと述べられて

おりますが、町民が安心して暮らせるような町民の生活対策、また地域経済対策を講

じた新年度の予算編成となっているのか、所感を伺いたいと思います。 

●藤田議長 按田町長。 

●按田町長 新年度予算の編成につきましては、第５次まちづくり総合計画を基本と
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して、それぞれの施策を推進する上で必要な事業等について予算の計上をさせていた

だいているというところで、それで予算の編成もさせていただいているところでござ

います。 

 議員が御指摘の事項につきましても、町民の暮らしや安全・安心を守るという観点

では大変大事なところなのかなと思ってございます。経済情勢に係る影響につきまし

ては、これまでも国から様々な支援に合わせて町の独自施策、支援等を行ってきたと

いうわけでございますけれども、このような施すというような意味では、物価高騰対

策等々含める予算につきましては、新年度予算に含めるというよりは、今後の社会情

勢ですとか、国の動向等をしっかり把握した上で、それと同じように、これまでと同

様に追加するような形で実施していくのがいいのかなと、そのように思っているとこ

ろでございます。 

 また、限られた財源の中で、全て充足するような支援というのは非常に難しいのか

なと思ってございますので、国や道の対策の把握にしっかりと努めながら、今後も対

応していきたいと思ってございます。 

●藤田議長 石田議員。 

●１番石田議員 今、社会環境が多様化、複雑化し、相互に関連している中で、高齢

者や障害者にも優しく、未来の子供たちにも豊かな環境をしっかり引き継いでいける

ような持続可能なまちづくりへの決意について、町長からお伺いしたいと思います。 

●藤田議長 按田町長。 

●按田町長 コロナ禍３年間というところで、私たちもいろいろなことを学んだので

はないかなと、そのように思ってございます。制限のある中で、どのようにすれば社

会活動や生活が維持できるのかとか、町民の方にどのようなことで説明をしていくと

いったところで、理解を得るためにどういうふうに伝えてやっていったらいいのかと

か、それを踏まえてどう実践していただくのかというところを、私も職員も本当に学

び得ることが多かったのかなと思ってございます。 

 社会の動きがだんだんと通常に戻りつつあるという中で、この先は今まで止まって

いた分、急速に進んでいくというところではないのかなと。また、その変化に対応し

ていくことが求められると私は捉えてございます。 

まずは、ここにお住まいの町民の方、そこを私は第一に考えまして、安心して住み

続けられるようなまちづくりを目指してまいりたいと、そのように思ってございま

す。そこを根底に、先達の方々が培われてこられた財産ですとか、こういったものを

守るだけではなく、もっと攻めに出ていくような形といった姿勢も持って、この後の

まちづくりを進めてまいりたいと思ってございます。その成果が持続可能な町にもつ

ながっていくのではないかなと、私は信じているところでございます。 



－ 11 － 

 今後も皆さんの支持ですとか理解、御協力が一番かなと思ってございますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

●藤田議長 石田議員。 

●１番石田議員 十勝管内選出の国会議員、道議会議員の先生方から、按田町長は積

極的な行動力があり、町のために一生懸命頑張っているというふうに聞いておりま

す。引き続き、町民の期待に添うよう、町政運営に努力していただきたいと思いま

す。 

 次に、新型コロナウイルス感染症対策において、国の地方創生臨時交付金が活用さ

れた各種事業が展開され執行されてきましたが、どのような評価をしているのかお伺

いしたいと思います。 

●藤田議長 按田町長。 

●按田町長 新型コロナウイルス感染症対策としての地方創生臨時交付金につきまし

ては、令和２年度から始まりまして、これまでに総額３億９,６８４万６,０００円が

国から交付されているというところでございます。 

 この交付金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた町内事業者への支援、学

校をはじめとする公共施設等への感染症拡大防止のための改修や備品の整備、また消

耗品の購入など、地域経済や住民生活への支援、アフターコロナを見据えた事業に充

当され、本町の地域特性に応じた新型コロナウイルス感染症対策への事業を行ってま

いりました。 

 町民の生活が制限され、また、地域経済活動が疲弊する中、交付金を活用して本町

の実情に即した事業の実施や支援に取り組むことができたことは大変有効であったと

考えております。 

 今後、本格的なアフターコロナを見据え、さらに魅力あるまちづくりの実現に取り

組んでまいりたいという所存でございます。 

●藤田議長 石田議員。 

●１番石田議員 地方財政も厳しくなってきている中で、あらゆる補助制度を活用し

たまちづくり関連の事業展開が重要視されてくると思いますが、考えを伺います。 

●藤田議長 按田町長。 

●按田町長 やはり事業を進めていく上では、財源というところは貴重でございま

す。今後もしっかりとアンテナを張って、既にいろいろな町で実施されている事業等

もありますし、当然、国の交付金と財源を得ながらやっている事業もありますので、

その辺しっかりと把握に努めながら事業のほうを進めてまいりたいと、そのように思

ってございます。 
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●藤田議長 石田議員。 

●１番石田議員 ２項目めに移らせていただきます。 

 新型コロナウイルス感染対策のマスクの着用についてであります。 

昨日からになりますけれども、政府は、３月１３日以降は屋内外を問わずマスクの

着用は個人に委ねる方針を決定しましたが、本町での公共施設や学校などでの対応に

ついてどのように考えているのか。マスク生活が３年間続いてきただけに、マスクの

着用が個人の判断に委ねられることによって、町民は不安と戸惑いがあると思います

し、どのような場合に脱着すべきなのか様々な対応が取られることになりそうです。

コロナ禍が完全に収束していない今、町民に対してどのような周知をしていくのか、

その辺についてお伺いしたいと思います。 

●藤田議長 按田町長。 

●按田町長 マスクの着用の緩和ということで、昨日から、今朝もそうですけれど

も、結構いろいろなテレビとかでも、どういった形なのかというところは報道がいろ

いろされているところでございます。 

 町といたしましては、政府の方針に則しまして、マスクの着用につきましては、個

人の判断に委ねるということを基本といたしまして、本人の意思に反してマスクの着

脱を強いることがないような形で、主体的な判断が尊重されるよう周知をしていきた

いと思ってございますし、公共施設においては、高齢者の方が集まるような機会に

は、強制はできませんけれども、感染から自身を守る対策としてマスクの着用が効果

的であるということを周知していきたいなと、そのように思ってございます。 

 学校の対応というところでございますけれども、卒業式のマスクの着用は地域や学

校の実情に応じまして、児童生徒及び教職員のマスクを外して実施することとなって

いるわけでございますが、それ以外の学校教育活動、通常の活動につきましては、国

の衛生管理マニュアル等を踏まえていることから、年度内は従来どおりでマスクを着

用するということになってございます。 

４月１日以降は、道教育委員会のほうから別途取扱いについて示されるということ

ですから、学校のほうはそれに従うということになってございます。 

 昨日も教育委員会のほうで豊寿大学の修了式があったわけでございますが、その場

面でも、議員おっしゃるとおり、きっと町民の方々皆さんどうしたらいいのか迷って

いるというところなのかなという気持ちがありましたので、挨拶の中でも、今、町で

こういう形なのだというところは説明をさせていただきながら挨拶をさせていただい

たのですが、私も事あるたびにいろいろな場面に出ていきますから、町民の方とお会

いすることがあれば、今の状況等をしっかりと御説明して、理解をしていただくとい

うようなことを取っていきたいなと思ってございます。 
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●藤田議長 石田議員。 

●１番石田議員 町民も個人の判断に委ねると言われても、なかなか判断はできない

のかなというふうに思いますし、周りがまだマスクをしている状況が多いですから、

周りを見ながら自分も判断するというようなことで、時間が経過していくのではない

かと思いますけれども、取りあえず町民に対して、そのようなマスクの脱着について

の取扱いといいますか、いろいろな場所によっていろいろ違いますけれども、どうい

うときにそういうことが推奨され、また継続されてマスクが着用されていくのか、い

かないのかを含めて、町民に周知をしていただきたいなというふうに思います。 

 次に、３項目めの質問をさせていただきたいと思います。 

 マイナンバーカードの取得状況についてであります。国のマイナンバーカードの取

得促進策で、申請率が７割を超えた自治体に、行政サービスにマイナンバーカードを

組み込んだ新規事業に対し１００％補助する交付金を創設するとしておりますが、本

町での取組状況についてお伺いしたいと思います。 

●藤田議長 按田町長。 

●按田町長 御質問の交付金につきましては、デジタル田園都市国家構想交付金のデ

ジタル実装タイプマイナンバー利用横展開事例創出型として公募され、令和４年度の

国の二次補正予算限りの時限措置で、マイナンバーカードの申請率が７割以上の自治

体を対象とした１０分の１０の交付金であったかと、そのように思ってございます。 

 この交付金につきましては、マイナンバーカードの利用について、もう既にいろい

ろな町で取組を進めているところがございますけれども、そういった地域では行われ

ていないモデル的な、先をいった、新しいマイナンバーカードを使った取組、使途事

例の提案が必須だというところでございまして、かつほかの地域における横展開可能

な取組に対して、国が交付金により支援するというものでございました。 

本町におきましては、一定程度マイナンバーカードが普及した状況を踏まえて、カ

ードの利活用の機会を増やしまして、デジタルの力を活用した社会課題解決、また地

域の魅力向上の取組を進めていきたいと考えておりますけれども、現状、まずは本町

の地域特性にマッチした導入モデルというのを検討しながら、地に足のついた身近な

ところで考えを進めてまいりたいと、今そのように思っているところでございます。 

●藤田議長 石田議員。 

●１番石田議員 国の二次補正で創設されたものでありますけれども、新年度におい

ても、１００％補助できなくても、５０％ぐらい補助できるような制度が残っている

ようでありますので、ぜひとも取り組んでいただきたいなというふうに思います。 

 マイナンバーカードですが、行政手続等における特定の個人を識別するための制度

で、行政機関の情報提供により各種の行政手続における添付書類の省略が可能となる
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など、様々な利用ができるようになっております。 

本町の普及率は、報告でもありましたが、出張申請や臨時窓口の開設など積極的な

努力によりまして、２月末で申請率が７９.９％、交付率が６９.４％と伸びてきてお

りまして、行政報告でも報告されたとおりであります。 

 行政報告の中では、マイナンバーカードの利活用拡大を図っていくというふうに報

告されております。行政サービスの効率化、円滑化のためにも、窓口等でも可能な行

政サービスのデジタル化を進めることにより行政サービスの充実につながると思いま

すが、今後も積極的に取り組んでいただきたいと思いますが、その辺のお考えをもう

一度お伺いさせていただきます。 

●藤田議長 按田町長。 

●按田町長 議員おっしゃるとおり、ここまで普及をさせてきたわけでございますか

ら、やはりこれを使っていろいろな交付、いろいろな町民の手続の簡素化ですとか利

便性の向上というのをしっかりと図っていかなければ駄目だなと思ってございます

し、まさに先ほど答弁したとおり、これから急激に進んでいくというような中では、

こういったデジタル化というのが一番大きなところなのかなと思ってございます。 

住民票ですとか印鑑証明がコンビニで交付できたり、窓口での手続で書かなくても

いいような手続が可能になったり、いろいろな手続でカードによる手続が可能になっ

たりというところでございます。 

せっかく職員含めて、交付率を上げるために昨年の年末から今年の年頭にかけてし

っかりとやってきておりますので、そこは新年度の中で、今のところは新年度予算の

中にはそういった項目はありませんが、しっかりとできるところを国の交付金の申請

の期限等々もありますので、そこを見逃さないように検討を深めながら前に進めるよ

う取り組んでまいりたいと、そのように思ってございます。 

●藤田議長 石田議員。 

●１番石田議員 以上で、私の一般質問を終わらせていただきます。 

ありがとうございました。 

●藤田議長 １１時００分まで休憩をいたします。 

午前１０時５２分 休憩 

午前１１時００分 再開 

●藤田議長 休憩前に引き続き、一般質問を続けます。 

 通告順番３、４番岩井明議員、登壇願います。 

 岩井議員。 

●４番岩井議員 ４番日本共産党の岩井明でございます。 

 私は、公共民間労働者の賃金実態調査についてお伺いいたします。 
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 公共民間労働者とは、町発注の建設工事、委託業務、指定管理など、町民への公共

サービス提供に関わる労働者を指定すると、このように認識しております。次の点に

ついてお伺いいたします。 

 まず、賃金実態の把握等、直接的に請け負う事業者に対して、適正な賃金水準を守

るための対応策等についてお伺いいたします。 

●藤田議長 按田町長。 

●按田町長 議員も御承知のとおり、賃金実態調査等は、国税庁で行う「民間給与実

態統計調査」や厚生労働省で行われている「賃金構造基本統計調査」、国土交通省及

び農林水産省で行われている「公共事業労務費調査」などがございます。 

 工事の労務単価につきましては、公共工事の品質確保の促進に関する法律におい

て、発注者等の責務として、「公共工事の品質確保の担い手が中長期的に育成され及

び確保されるための適正な利潤を確保し、市場における労務や健康保険法等の定める

事業主が納付義務を負う保険料、従事する者の負傷等に対する補償に必要な金額等を

反映した積算を行うこと」とされておりまして、本町の発注工事等については、適切

な労務単価により積算、そして発注をされていると認識しているところでございま

す。 

 町としては、独自に賃金実態調査等を行っていないわけでございますけれども、国

などで行われている調査の結果を参考にして、建設業協会ですとか商工会含めまして

しっかりと連携させていただきながら、労働者の適切な賃金水準確保に取り組んでま

いりたいと、そのように思ってございます。 

 以上です。 

●藤田議長 岩井議員。 

●４番岩井議員 私も個人で細々と事業をしてきたわけですけれども、その事業につ

きましては、大方が豊頃町ではなくて、豊頃町外で仕事をしたのです。そして公共的

なものを部分的にも請け負うときには、一応道単価というのをやって、道単価で出し

て、それで見積もりを出して、それで公共事業等の下請をやっていたわけです。 

それで、意外と町外では、道単価そのもので切られる額というのは、割と少なかっ

たのですね。ところが豊頃町におきますと、いろいろな土木事業、公共関係の事業に

おきましては、男女格差が非常に大きいと。それで、私が豊頃町に来てから４０年く

らいになって、仕事の大きなときには、土木事業だとかそういうので生活の糧にして

いたわけです。 

その当時、女性と男性の賃金の格差は、男性が１日、７時から６時くらいまでの労

働なのですけれども、そのときは約１万２,０００円を若干超えるときに、女性は６,

５００～６００円程度だったと認識しているところです。 
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ところが、道単価表だとかいろいろな単価表には、女性の賃金、男性の賃金とは書

いていないのですね。一般的には労働単価は、掘削するための労働の単価は幾ら、そ

れと、ほかの埋設事業の道単価は幾らという具合に認知されていて、男女格差がなか

ったわけなのです。 

しかしその当時、男性は半年くらいしか仕事がないものですから、女性も同じです

けれども、そして男性で約３０万円にして、３７０～８０万円。それで女性が、その

半額にしても２７０～８０万円程度の年収になりましょうか。そして、そのほかには

仕事が途絶えてしまうわけなのですね。それで、その後にできたのが企業組合の賃

金、冬の冬期講習などが出てきて、それを補塡したわけですけれども、それでもなか

なか３００万円いくというのは難しかったのですよ。 

それで、当然この賃金、今どういうような賃金形態になっているのか、もうほとん

どの方が豊頃町から出てしまって、息子さんのところに行ったかどうか、その行方は

分からないのですけれども、この間、人口も相当減少しながら、労働者が流出したと

きもあります。 

それからもう３０年くらいになろうかと思うのですけれども、その間、労働の公共

事業を受けている業者から働いている業者への労働単価がほとんど適正に払われてい

るのかどうかですね。それをしっかり把握するのが、皆さん行政のプロなのですか

ら、それを把握して、そういうのを守るようにというのを文書で出すわけではなく

て、誠に言いにくいことなのですけれども、口頭できちっと言って把握するというこ

とが大切だと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

●藤田議長 按田町長。 

●按田町長 この労働単価という部分につきましては、性別で分かれているというよ

うなことというのは、そんなにないのかなと思ってございますけれども、職種ですと

かといったところでは、いろいろと単価が違うというところがあるのかなと思ってい

るところでございます。 

 議員御指摘の豊頃町内の現状というのをしっかりと把握しろというようなところ

と、また、しっかりと町のほうから、そういった部分、紙ではなくてしっかりと言っ

てくれというような話でございますけれども、今のところ、そういった事例というの

がなかなか、もしかしたら町には声が届きづらい状況で今に至っているのかもしれな

いですし、直接そういった話というのがまだ町のほうには入ってきていない状況でも

ございます。 

そういったところではございますけれども、仮に何かそういった不徳の状況等が生

じていることが確認できましたら、そこは町のほうからしっかりとそういった業者、

事業者に指導はしていかなければいけないとそのように思ってございますので、もし
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そういうことがあるようなことがあれば、議員のほうからもいろいろな意味で教えて

いただければと思ってございますので、よろしくお願いいたします。 

●藤田議長 岩井議員。 

●４番岩井議員 こういう問題を把握できないというのはですね……。 

●藤田議長 岩井議員に申し上げます。マイクをお使いください。 

●４番岩井議員 こういう問題が把握し切れないというのは、やはり下請と元請との

いろいろな関係がありまして、なかなか把握しづらいと、仕事を確保するためにもで

すね。どうしても元請の言うことは聞いてしまわざるを得ないということがあります

ので、これを把握するのは非常に難しいのですよ。 

私、たまたまこれを把握できたのは、労働者と一緒に働いていて、賃金形態が直接

分かったから、それで把握できたもので、ただ、そのときには労働単価というのはよ

く分かっていなかったのですけれども、その後、私が自分のやっている仕事の関係で

見積もりする機会があって、道単価表の中から見積もりしていかなければいけないと

いう状況になって、初めて分かったのですけれども。 

この辺しっかりとメスを入れてもらわなかったら、非常に言いにくいですよね、い

つも関わっているところの業者なんかには。だけれども、それをあえて行政のプロな

のですから、言葉遣いというのはよく知っていると思うのです。私らは、あくまでも

聞いたことをここで言うしかないわけで、自分の空想の物事では判断できないもので

すから、聞いたものだけをここで言っているわけですので、やっぱりその辺はしっか

りとメスを入れてほしいなというふうに思うところです。 

それと、もう一つは、下請で働く労働者の賃金、受けている賃金ですね。これは設

計の労働単価と大きく乖離していると、こういうような事実があると認識していると

ころですけれども、過去には私もそういう目に遭ったことがありまして、だから、実

際に起こったこともありますし、最近ではそういう認識の下でここで言っているわけ

ですけれども、賃金実態の調査等の対応について、どのようにやっているのかお伺い

いたします。 

●藤田議長 按田町長。 

●按田町長 まずは、大前提のところをちょっとお話しさせていただきたいと思うの

ですが、議員も御承知かと思いますけれども、公共工事設計の労務単価は、「公共事

業労務費調査」というところを基に決定されているところでございまして、令和５年

３月から適用する設計労務単価は、北海道で５.３％上昇。近年の物価高騰だとか、

その辺が反映されているというところなのでしょうけれども、全国の全職種の加重平

均でみますと、平成２５年度の改定から１１年連続の引上げというふうになっている

そうでございます。 
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全国的に人口減少の中、労働者の減少も著しいというところで、人手不足の中、

様々な業種において大変御苦労されながら人材確保に努めておられるというところで

ありますし、賃金水準の引上げを行わないと労働力の確保につながらないというとこ

ろなのかなと、そのように思ってございます。 

町が発注する工事につきましては、町内業者による元請が主でありまして、労働者

の賃金への見直しが、いわゆる発注した段階でもそうですし、見直しが行われている

というふうに認識のほうはしてございます。今後も公共工事等の発注には、適切な賃

金水準の確保、安全対策の徹底を考慮させていただきながら、関係機関と情報共有等

に努めてまいりたいと思っております。 

ただ、議員おっしゃるとおり、いわゆる元請なのですが、その下に入る下請の業

者、仮に大きい工事になりますと、そういった関係性の中での部分はあろうかなと思

ってございます。仕事をいただくという観点ではなかなか言いづらいというところが

あって、過去から現在も実態としてはそういったことがあるのかなというようなこと

では思ってございますけれども、いろいろな意味で、あまり突くと大変なところも出

てくるのかなというところもありますが、実際この辺、こういった御質問出ていると

いうところは、建設業協会含めて関係のところに、うちのほうから機会があればしっ

かりとお話をさせていただいて、そういったことがないような形で対応を願うという

ような対策を取ってまいりたいとそのように思っていますので、御理解いただきます

ようよろしくお願いいたします。 

●藤田議長 岩井議員。 

●４番岩井議員 公共事業でも小口の事業は元請と下請の、元請が発注して下請に回

すという形で、その手数料、マージンを取っていると認識しております。ところが、

役場の官舎みたいな大きいところは、あくまでも分離発注しているわけですから、そ

ういう形ではあまり起こらないというふうに認識しております。 

ですから、国や何かで工事単価を幾ら上げても、元請でそれの上がった分だけ儲け

て、下請まで回らないのであれば、これは上がっても一緒なのですね。かえって貧富

の差が広がってしまうだけで。だから、この辺もしっかりと行政から言ってもらわな

ければ、これは非常にいいにくいと思うのですね。でも、それをあくまでもプロとし

て言ってもらわなければ、これは改善されないと思うのですよ。というのは、一般的

に労働者というのは３０年ぐらい前から急激に減って、それで企業組合等も今かつか

つな状況までなっているわけですから、その辺は完璧にいなくなっているような状況

に近いのですけれども、この現況を巻き起こすのもそういう形ですね。 

それと、これからも豊頃町の子育て支援とかいろいろな形で、人口を増やすのに努

力しているのは分かりますけれども、中間的なレベルの仕事が逃げていくようになれ
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ば、人がいなくなれば、当然、身内関係もいなくなるわけですから、ここに大きな問

題が出てくると思うのですよ。 

それで、仕事の下請と、それから元請の関係というのは、相当しっかりしていって

もらわなければ、貧富の差が拡大するということで、そして結果、それに続いて人も

流出するという形になっているし、実際に私の経験から言いますと、３０年くらい

前、私、豊頃町へ来て４０年ちょっとになります。ところが３０数年くらい前から私

一緒に仲間でやっていた土木関係の人が豊頃からどんどん出ていって、私は土木もや

っていましたから、日雇いみたいにして、そして生活していたものですから、よく分

かるのですね。そしてどんどん豊頃から流出していって、その結果、今のような状況

が巻き起こっていると。 

今後も相当な形でやっても、家族関係が豊頃から流出していくようになると、若い

人に幾ら心血注いでも、それが流れていると。そして豊頃町に実際に住むのが、若い

子も便利なときには住んでいて、子育てなんかが終わるとよそのほかの町でまた便利

なところに移ろうかと、そう言っている方も２、３人聞いていますので、そういう形

で流出する人もいないわけでないと。 

ここでびっとした家を建てて、２、３年のうちにいなくなると、その職業を辞め

て、そういう人もいるわけですから、やっぱりその辺、中間層を支えておくにも、し

っかりとメスを入れていって、そして言いにくい、これ私も言えといったら言いにく

いですよ、非常に。いつも関わっている人に言うわけですから。それをあえて、事務

方のプロとして、言葉遣いをはっきりと言って、この辺にメスを入れていってほしい

と思います。 

最後に一言よろしくお願いします。 

●藤田議長 按田町長。 

●按田町長 実態含めて議員からお話があったわけでございますけれども、言われる

とおりでございまして、今、業界、特に建設業界も含めて、大変担い手という部分で

は労務者、あと働いていただく方がなかなか過疎地というか田舎の町には足が向いて

くれないというような形で困っているという話も聞いてございます。 

どうしても大きなところ、安定した大きな会社に、どこも人手が足りないというこ

となので、そちらのほうにどうしても取られて、なかなかうまくいっていないという

のが業界のほうからも聞いていますし、そういった意味では、やはり働く方、仮にい

ろいろな一つの工事があって、その中でいろいろな業種があると、そういったところ

で経費含めて下請が大変な思いをされるということもあるのかなというふうに感じて

聞かさせていただいております。 

 岩井議員おっしゃるとおり、なかなか言いづらいことというのはよく分かります。
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そこをしっかりと指導監督するのが行政というようなことも私も思いますので、そこ

は先ほど申しましたとおり、機会を見ましてしっかりと建設業協会等そういった関係

する団体にお話をさせていただきながら、取扱いのほうを慎重にしていただくように

要請をしていきたいとそのように思っておりますので、どうぞ御理解のほうよろしく

お願いいたします。 

●藤田議長 岩井議員。 

●４番岩井議員 以上で、質問を終わらせていただきます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

●藤田議長 一般質問を続けます。 

 通告順番４、２番小笠原茂人議員、登壇願います。 

 小笠原議員。 

●２番小笠原議員 通告順４番、小笠原でございます。 

 最初に、物価資材高騰など住民の生活に関わるライフラインの我が町における支援

対策について質問させていただきます。 

 本年度において、電力会社の全国的な電気料金の値上げが予定されております。北

海道電力株式会社においても、電気料金の６月からの大幅な値上げが予定されてお

り、多くの町民がさらなる生活の不安を抱えているところでございます。年金生活者

はもとより、子育て家庭にとっても電気料金の値上げによる生活負担は食品の値上げ

と重なり、今年の重要課題となっております。 

このように、町民のライフラインに関わる電気料金の値上げについて、町として何

らかの支援策を打ち出せないか、町長に伺います。 

●藤田議長 按田町長。 

●按田町長 電気料金の値上げというところにつきましては、昨年度から燃料価格や

卸売電力市場の価格の高騰、円安の進行というところで続いてきているわけでござい

ます。北海道電力においても本年６月１日から、追加で３４.８７％の値上げを予定

しているというような話でございまして、標準的な家庭で年間３万４,０００円の負

担増となるということの報道がされているというところでございます。 

 国では、総合経済対策の一つといたしまして、一般家庭と企業の電気、ガス代の負

担軽減策であります「電気・ガス価格激変緩和対策事業」により低圧契約の一般家庭

等に対して令和５年１月使用分から令和５年９月使用分までの一部を補助していると

いうような状況でございます。 

また、令和４年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、

電力・ガス・食料品等の高騰による家計への影響が特に大きい低所得世帯の住民税非

課税世帯に対しまして、「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業」を令
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和４年１０月から実施いたしまして、本町におきましても３８６世帯に５万円の給付

をさせていただいたというところでございます。 

 今後においては、国や道の支援策の取組状況をしっかりと見極めながら、町民の暮

らしの影響の緩和に向けて適切に取り組んでいきたいと、そのように考えているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

●藤田議長 小笠原議員。 

●２番小笠原議員 ただいまの町長の説明の中にもありましたが、一部履行になりま

すが、冬の電気、ガス価格激変緩和対策事業を活用した料金の値引きにより、北海道

電力につきましても、令和５年２月分から１０月分までの低圧及び高圧の電気料金が

請求額の中で減額されることになってございます。１１月分以降の激減緩和対策事業

におきましては未定となっておりますので、国といたしましても、現状での改善と継

続が必要となった場合は、追加対策もある可能性があります。 

しかしながら、このたび北海道電力が公表した本年６月１日からの電気料金単価の

値上げ及び燃料調整費の見直しについては、主に家庭での電気を使用される場合につ

いては３２％の値上げが予定されております。本年の２月から５月分の電気料金につ

いては、４か月分の契約電流に応じて通常の電気料金が値引きされますので値千金の

感じがいたしますが、大幅値上げが実施される６月から１０月に至る５か月間は３

２％の電気料金の増額になり、激変緩和対策の補助事業分を価格転嫁しても約４３％

の値上げになっております。 

契約電流に応じて、通常の電気料金の請求額に対して値上げ後は約５７％が値引き

により１０月まではカバーされますが、１１月分以降の本事業による対策は未定とな

っていることから、町民の電気料金に関する支援策として、時限的な我が町独自の支

給支援対策が行えないか町長に伺います。 

●藤田議長 按田町長。 

●按田町長 議員詳しくお調べになっているので、すばらしいなというふうに思わせ

ていただきましたけれども、いわゆる電力会社、元請のほうに国のほうからお金が入

るような仕組みになっていますので、実際問題、明細が来てみないとどれぐらい値が

あったのかというのは分からないような状況で、私も家庭ではオール電化ですから、

去年から見ればとんでもない請求金額が来てびっくりしているところでございます

し、また、福祉関連の担当課に聞きますと、特に高齢者については、冬なのですが、

電力ですとか灯油の原油の高騰含めて、使わないようにしているというような話も聞

いています。 

そういったところで、特にそんなことをして体調を崩しては何もならないというと
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ころでございますので、そういった実態を聞いてはいるのですが、なかなか直接、町

が個人のところにピンポイントにこの部分で支援するというような形というのは、あ

くまでも個人で幾ら払っているかというのは町としてもなかなか把握できないもので

すから、制度設計したときにどういった形が公平で一番いいのかというのはなかなか

制度設計する場合にも厳しいわけでございます。 

ですから、なおさらのこと、何か国や道から基準があった中でそれに一緒に乗っか

ったような形で何か追加で支援できればというような形が一番いいのですが、今のと

ころ、この件に関しては、そういった個別な対応というのが国も道も難しいのか、出

てこないというところでございます。 

実体的には、実際問題、町民の方が非常に苦労しているというところは、自分もそ

うですし、きっと議員もそうだと思いますけれども、聞いてはいるところですが、な

かなかこれを制度として支援するというのは、今後の国ですとか北海道がどういった

形でしてくるか分かりませんけれども、そういったところをしっかりと把握させてい

ただきながら対応することになっていくのかなと、そのように思っているところでご

ざいます。 

●藤田議長 小笠原議員。 

●２番小笠原議員 ただいま、町長の御意見をいただきました。町長の申し上げられ

ているとおり、いわゆる激変緩和対策事業というのは、要するに電力会社に補助され

ている部分でございまして、私どもは電力会社から請求書をいただいたときに、さら

に値引きされている状況のものが与えられているわけでございまして、なかなか個人

的に把握するのは難しいということも分かります。 

 ですが、町長は我が町の昨年度事業において、物価高騰対策での水道基本料金の半

年間免除を十勝の自治体において初めて実施いたしました。町民は、ライフラインに

関わる物価高騰対策第二弾といたしまして、本年でも、町民生活や事業者等の経済的

負担を軽減するため、何らかの対策を実施していただけるもの期待しているところで

ございます。 

 本年度の予算審議が終了したばかりで、補正予算の話を持ち出すのも何でございま

すけれども、補正にての考えがあるか町長に伺います。まず、国の交付金があるかど

うかのことも含めて、よろしく御回答のほどお願いいたします。 

●藤田議長 按田町長。 

●按田町長 今のところは、国のいろいろな事業がこれから出てくるのかというの

は、なかなか不透明なところもありまして、一番いいのは、財源的な部分が国の交付

金、去年でいうコロナ交付金のような形で出てくれば、それを財源として事業のほう

を組み立てるということはできるのですが、なかなかそういった財源もなければ、町
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の単独で実施していくというのは、どれぐらいにしていけばいいのだというところの

落としどころが非常に考えると難しいのかなと思ってございます。 

 水道料金につきましては、ある程度、町のほうで把握できる、町がやっているもの

ですから、基本料金を減免するというのは考え方として、取扱いとしては、財源の行

ったり来たりという部分があれば何とかなったというところでやらせていただきまし

たけれども、特に電気料金につきましては、その点を幾らに持っていくのかというの

が非常に判断的に難しいのかなというところでございます。 

 いずれにいたしましても、いろいろな対策、本当に打っていくという部分になれば

補正予算ということにもなりますし、実際問題、これから温かくなってきますので、

冬の間の電気、暖房だとか、その辺よりはかからなくなってくるというところで、こ

の後、令和５年の冬に向けて何か考えなければいけないということになってくること

もあろうかと思います。 

社会情勢含めて、国の動向をしっかりと見極めながら、そういったところを判断さ

せていただいて進めていかなければ駄目かなと思っているところでございますので、

御理解のほういただければなと思います。 

●藤田議長 小笠原議員。 

●２番小笠原議員 なかなか水道の基本料金のようにいかないなというふうに私も思

ってございますけれども、まず、本対策を実施可能とするためには、財源が何よりも

必要であります。昨年度の対策事業である水道基本料金の減免につきましては、地方

創生臨時交付金が活用されましたので、我が町の何らかの対策事業を遂行するために

は、町長も言っておられましたけれども、このような財源がどうしても重要になって

くるものと理解するところでございます。 

 しかしながら、それでは打ち出の小槌を待つようになってしまい、本来の町民の経

済的負担を軽減するための負託には応えられないのではないかと思います。ずばり町

長に伺います。これら町民のライフライン、物価高騰における対策において、町保有

の基金の繰入れや運用については考えられないか伺います。 

●藤田議長 按田町長。 

●按田町長 対策という部分は、やはり一番いいときに打たなければ何もならないと

いうような考え方をしております。先ほど来、国の交付金といった話がございました

けれども、そういったところの動向をいち早く入手しながら、また、足りないところ

は、議員おっしゃるとおり、財源をしっかり町の一般財源を繰り入れながらも組み立

てていくということが必要なのかなと思ってございます。 

まずは、取りあえず、今後どのような状況になっていくのかというところは念頭に

入れながら、そういった時期が来ましたら遅滞なく対応できるようなことは職員にも
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しっかりと指示をしながら考えてまいりたいとそのように思いますので、よろしくお

願いいたします。 

●藤田議長 小笠原議員。 

●２番小笠原議員 ただいま町長の考えを伺いながら、なかなか一筋縄ではいかない

ものだなというふうに思いました。いずれにいたしましても、世界的な燃料価格や卸

電力市場価格の高騰、円安の進行に加え、令和４年８月以降、規制料金の燃料費調整

制度における平均燃料価格が上限価格を超過していることなどにより、電力供給コス

トが電気料金収入を超過し、北海道電力の台所事情もかなりきつい状態で、値上げや

むなしの構えでございます。 

何とかひとつ町民の負託に応えるためにも、本年度における我が町独自の電気料金

高騰支援対策をお願いして、この質問を終了します。  

●藤田議長 按田町長。 

●按田町長 値上げに係ることですとか制度の改変に係る部分に関しましては、北海

道電力からも、そのたびに町のほうに説明に来ていただいて話は聞いてございます。

話を聞くと、口が開くばかりで、なかなかそれに対して、文句を言うとか、異を唱え

ることというのはなかなかできないというのが現状であります。 

何とかしてくれという話しかありませんので、なかなか厳しい状況なのだなという

のは把握しているところでございますし、それに伴って、議員おっしゃるとおり、町

民のいろいろな方が、負担が増して大変な思いをされるというようなことでございま

すので、そこは先ほどから、今は具体的にどうのこうのという話にはなりませんが、

しっかりと機を見極めながら対応させていただけたらなとそのように思っていますの

で、よろしくお願いいたします。 

●藤田議長 小笠原議員。 

●２番小笠原議員 次に、第２項の質問でございます。 

 新年度における我が町の乳製品の消費拡大運動と対策についてでございます。 

 全国的な酪農家の危機的状況は改善せず、北海道、十勝、豊頃町においてもその影

響が出てきているのが現実であります。本町においても状況判断から経営を断念され

る酪農家も出てきており、事は深刻であります。 

本議会の町長の行政報告において、牛乳消費拡大の取組についての報告があったわ

けでございますけれども、何か昨年度の対策を履行する形での支援策のようにも思い

ましたが、何か独自の助長的施策として応援策があるのか伺います。 

●藤田議長 按田町長。 

●按田町長 議員おっしゃるとおり、酪農、畜産、生乳価格といったところの昨今の

状況というのは、私もいろいろなところから聞いているところでございますし、十勝
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の町村会、また北海道町村会含めまして、こういった窮状を北海道、そして国のほう

に訴えるべく要請書を出したりとかといったこともさせていただいているというとこ

ろでございます。 

 牛乳の消費拡大という部分につきましては、令和４年度においては、牛乳消費拡大

推進協議会が中心となりまして、イベントでの牛乳配布、ココロコテラス、地域商社

での低価格の販売、そして町の健診時に、いわゆる脱脂粉乳を少しでも使っていただ

こうというところでスキムミルクを利用した何か料理ができないかといった啓発活

動、そして配布して持ち帰って使っていただくというようなことをさせていただいた

り、学校給食への乳製品を追加で出して消費の拡大というところを展開してきてござ

います。 

 今後も、生乳の生産抑制などによる需給の動向に注視するというところをしっかり

としながら、必要に応じて農協と協議しながら消費拡大につながる事業の展開、検討

をしていきたいと、そのように思っている次第でございます。 

●藤田議長 小笠原議員。 

●２番小笠原議員 ただいま町長から、それぞれ令和４年度に関わる関係の施策につ

いてお聞きいたしました。私は、昨年３月議会におきましても、新型コロナウイルス

禍の生乳需要減と乳製品の消費拡大対策について同様の質問をさせてもらっておりま

すけれども、まず、実現可能な取組につきましてはいろいろと配慮していただき、令

和５年度予算におきましても、関連予算において計上されていることに対し感謝申し

上げます。 

 我が町といたしましても、限られた財源の下、農業、漁業、林業などの一次産業に

対する予算には町長も一定の配慮をされたことと思いますが、一次産業は我が町の要

であり、税収においても重要な財源であります。特に酪農関連の予算に対しまして

は、消費拡大対策も含め、もう少し枠増しでお願いしたいのですが、どうでしょう

か。 

●藤田議長 按田町長。 

●按田町長 独自の支援対策というところは、令和４年度もなかなか大きなところは

厳しかったところでございます。どちらかといえば、農業関連というのは、国でいろ

いろな施策がされているところでありますし、実際、町が主体とならなくても、いわ

ゆる系統のほうでいろいろ国から施策の中でやられているというところで、実際ぱっ

と目に見えないところもあった中での支援がされているのかなというところもありま

すけれども、ただし、状況的なところは、非常に厳しいというのはしっかり把握して

おります。 

 そこに一律幾らとか、そういったところは踏ん切りというか、そういったことを施
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策としてどうなのだというところもございますので、難しいところなのかなと思いま

す。小さいお金を措置したから、これくれて何ぼなのだという話もよくされることも

ありますから、どこが打つ手なのかなというところをしっかり見極めながらやらなけ

ればいけないというところでございます。 

 新年度に入りましたら、またいろいろな意味で動向は変わってくるのかなというと

ころもございますので、そこをしっかりと見極めて、ここも対応していかなければい

けないとそのように思ってございます。 

●藤田議長 小笠原議員。 

●２番小笠原議員 生乳の需要減と乳製品の消費拡大という分から若干脱線するわけ

でございますけれども、酪農関連ということにつきましては、特に予算で枠増しとい

う表現を先ほどさせていただきました。私の考えでは、家畜飼養用水緊急支援対策事

業補助金でありますけれども、これは年間平均の１か月分を補助するというものでご

ざいまして、さらに緊急ということで２か月分の補助に改めるということができない

かということも含めて、ぜひとも、これらに関する対策を前向きに考えていただけれ

ば幸いです。 

十勝町村会では、２月２４日開催の通常総会において、経営苦境にある十勝の酪農

業への支援を求める特別決議を採択し、決議文として緊急要望書を北海道知事や衆議

院議員、参議院議員、道議会議員等に要請しております。なかなか先の見えない世界

的な混沌とした流れの中に十勝の農業も飲み込まれており、今後も何がどうなるのか

予想の立ちづらい経営環境の中、もがきながらも我が町の農業者は頑張っていると思

います。 

今後の農業振興策におかれましても、町長の特段の配慮の下、我が町に明るい農業

が展開され、一次産業がさらなる発展を遂げるための政策をよろしくお願い申し上げ

ます。 

一つ申し忘れたことがございます。この乳製品の消費応援対策というのは、一時的

な消費行動で終わらせてはいけません。余るから頑張って消費しようというのではな

く、毎日消費しようという習慣的な掲示が大切であるとともに、やはり町民をターゲ

ットとした物流消費大作戦をＪＡと町が協力しＰＲ、恒常的な消費応援活動となるこ

とが理想であると私は思っております。 

最後になりますが、本町の広報紙において、新年度における乳製品のＰＲ、消費応

援の掲載を再度お願いし、私の一般質問を終了させていただきます。 

●藤田議長 按田町長。 

●按田町長 議員おっしゃるとおりだと思います。一時的にやっているだけではなか

なかその場凌ぎということになろうかと思います。ぜひ続けて、これが普通に皆さん
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に飲んでいただいて、扱っていただけるようになるというところが本当に理想であり

ますので、広報紙等でもしっかりと周知をしながら、こういうことがあるのだよとい

うのを周知活動、啓発していきたいと思いますし、あと、議員からありました一番手

っ取り早いのは、今ある制度を何とかすると、家畜飼養用水の話がありました。 

あくまでも予算の範囲内というような形の要綱の中での立てつけとなっておりま

す。そういったことは、予算がなければそこで打ち切るというふうにもなっているよ

うでございますから、そこをしっかりと検証させていただいて、今は１か月ですけれ

ども、状況をこの後、好転しないようであれば、議員おっしゃるとおり、１か月から

２か月ということも考えながら対応のほうをさせていただきたいとそのように思って

ございますので、御理解のほうよろしくお願いいたします。 

●藤田議長 小笠原議員。 

●２番小笠原議員 先ほども申し上げましたけれども、本町の広報紙での乳製品のＰ

Ｒ、消費応援の掲載も再度お願いいたします。 

町長には、何かと前向きな回答をいただきありがとうございました。 

 以上で終わります。 

●藤田議長 按田町長。 

●按田町長 しっかりと対応させていただきたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

●藤田議長 これで、一般質問を終わります。 

 

◎ 意見書案第１号 

●藤田議長 日程第５ 意見書案第１号食料安全保障の強化及び食料・農業・農村政

策の確立と酪農・畜産経営の安定を求める意見書の提出についてを議題とします。 

 本案について、提出者の説明を求めます。 

 ３番坂口尚示議員。 

●３番坂口議員 意見書案第１号。  

提出者、豊頃町議会議員、坂口尚示。  

賛成者、豊頃町議会議員、岩井明。  

同上、大谷友則。  

同上、石田貢。  

食料安全保障の強化及び食料・農業・農村政策の確立と酪農・畜産経営の安定を求

める意見書の提出について。 

上記の議案を、別紙のとおり会議規則第１４条の規定により提出します。 

食料安全保障の強化及び食料・農業・農村政策の確立と酪農・畜産経営の安定を求
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める意見書。 

我が国の農業は、高齢化や担い手不足に加え、頻発する自然災害による農業被害な

どで生産基盤が脆弱化し、食料自給率の低下、農村社会の疲弊とともに、相次ぐ大型

貿易協定発効による農畜産物の市場開放で農業・農村を取り巻く情勢は厳しさを増し

ている。 

そのような中、２０２０年１月より新型コロナウイルスの感染拡大の影響で農畜産

物需要が減退し、発生から３年が経過した今尚、米や砂糖、乳製品等の在庫滞留が続

き価格が低迷している。さらには、昨年２月に勃発したロシアのウクライナ侵攻で、

世界経済が一変し、世界的な穀物需要の逼迫や燃油、肥料、飼料等の生産資材の価格

高騰を招き、それらを輸入に依存している我が国は危機的状況の一途を辿っている。 

こうした情勢から、自国の食料は自国で賄うという食料安全保障の考え方が改めて

重要視され、政府は「食料安全保障強化政策大綱」を策定し、２０年以上が経過した

「食料・農業・農村基本法」の見直しにも着手している。このため、命の源である食

料とそれを生み出す農業を再評価し、国民合意のもと実効性ある政策が求められてい

る。 

また、酪農・畜産においては、飼料価格などの高騰が続く中、長引くコロナ禍で牛

乳乳製品の需要が回復せず、道内では需給改善に向けて２０２３年度も更なる減産が

求められており、在庫削減対策の拠出など需給調整の負担が道内で指定事業者に出荷

する生産者に大きく偏っている。このほか、初生牛等の個体販売価格の暴落など、取

り巻く環境は日々厳しさを増しており、離農を余儀なくされる生産者が続出するなど

危機的状況に晒されていることから、国内酪農・畜産の経営存続に向けて、一刻も早

い需給改善と急騰した生産資材対策や適正な価格形成が求められている。 

ついては、農業者が将来に渡って安心して営農できるよう、我が国の食料安全保障

の強化と国内酪農・畜産の経営安定に向けて、下記内容を意見・要望する。 

記。 

１、世界の食料事情の変化や気象変動による農業被害等に鑑み、食料の安定生産・

供給に向けて、生産資材の安定的な確保や担い手・労働力の育成・確保、再生産可能

な直接支払制度の導入など機動的な施策の拡充や予算の確保により、生産基盤を一層

強化し、国内生産の増大を図る食料安全保障政策として強化すること。 

また、基本法の見直しにあたっては、食料自給率の向上を目指し農業者が将来に渡

って安心して営農できる持続可能な食料・農業・農村政策を確立すること。 

２、国内酪農・畜産経営はかつてないほど厳しい情勢に晒され、存続の危機に瀕し

ていることから、官民一体での在庫削減などの需給調整対策を行い、牛乳乳製品の消

費拡大の一層の強化や新たな需要創出などで、一刻も早く需給改善を図ること。 
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また、経営を圧迫している生産資材高騰への対策強化と、流通・販売業者や消費者

への理解醸成のもと、コスト高に係る酪農畜産物の適正な価格形成が可能となるよ

う、環境を整備すること。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、農林水産大臣。 

以上。 

●藤田議長 これから、質疑を行います。質疑はありませんか。  

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。  

これから、討論を行います。討論はありませんか。  

（ 討 論 な し ） 

●藤田議長 討論なしと認めます。  

これから、意見書案第１号を採決します。  

お諮りします。  

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

したがって、意見書案第１号は、原案のとおり可決されました。 

 

◎ 委員会の閉会中の所掌事務調査の申し出 

●藤田議長 日程第６ 委員会の閉会中の所掌事務調査の申し出の件を議題としま

す。 

 議会運営委員長から、会議規則第７５条の規定によって、お手元に配付しました申

出書のとおり、閉会中の所掌事務調査の申し出がありました。 

 お諮りします。 

 議会運営委員長からの申し出のとおり、閉会中の所掌事務調査とすることに御異議

ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、委員長からの申し出のとおり、閉会中の所掌事務調査とすることに決

定いたしました。 

 

       ◎ 会期中の閉会 

●藤田議長 日程第７ 会期中の閉会の件を議題とします。 
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 お諮りします。 

 本定例会の会議に付された事件は、全て終了しました。 

 したがって、会議規則第７条の規定によって、本日で閉会したいと思います。 

御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、本定例会は、本日で閉会することに決定しました。 

 

◎ 閉議宣告 

●藤田議長 これで、本日の会議を閉じます。 

 閉会に当たり、町長から特に発言を求められておりますので、これを許します。 

 按田町長。 

●按田町長 ただいま議長からお許しをいただきましたので、一言私から御挨拶とお

礼を申し上げます。 

 今定例会に上程いたしました議案、全て御承認いただきましたことを厚くお礼を申

し上げます。議員各位には、任期最後の定例会ということになりましたが、それぞれ

の立場でこの１期４年間、うち３年間は新型コロナウイルス感染拡大により、これま

でにない環境の中で、陰に陽にと町民の暮らしを守り、町政の進展に多大なる御尽力

を賜りましたことを心から敬意と感謝を申し上げます。 

 また、私ごとでもありますけれども、２年前には宮口前町長から私が町政を引き継

いだわけでありますけれども、この若い私にもこれまでの町政と同様の御指導、御鞭

撻をいただいたことに関しましても感謝を申し上げる次第でございます。 

 この後、３月下旬から統一地方選を迎えることとなり、本町におきましても議会議

員選挙が来る４月１８日に告示され、投票日は２３日となってございます。議員各位

におかれましては、これまで培われた豊富な経験と今後のまちづくりのために再びお

力添えをいただきたいと切望しているところであります。 

 結びとなりますけれども、議員各位のますますの御健勝、そして御多幸を願い、誠

に粗辞でありますが、私からのお礼の言葉とさせていただきます。 

皆さんどうも御苦労さまでございました。 

●藤田議長 町長ありがとうございました。 

 私からも一言御挨拶を申し上げます。 

 議長として２期目の４年間、「町民の目線に立った行政を目指し、将来を見据えた

議論を大切に」との思いの中で務めてまいりました。この間、新型コロナウイルスが

蔓延する中、町民との関わりが制限されるなど、人と人との触れ合いの大切さを改め
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て実感するところでありました。議員各位はもとより、理事者、職員の皆様の御協力

により、議長としての職責を果たすことができましたことを心から感謝申し上げる次

第であります。 

本定例会は、会期を１日残し、令和５年度一般会計、他特別会計予算を含め、全て

の事件を終了させていただきました。このことによって、令和５年度の町政が、按田

町長のもと、遺憾なく展開されることを、町民の皆様とともに御期待を申し上げると

ころでございます。 

理事者及び職員の皆様には、健康に留意されまして、今後とも豊頃町発展のために

一層の御尽力を賜りますようお願い申し上げまして、令和５年第１回豊頃町定例会閉

会に当たっての御挨拶とさせていただきます。 

大変ありがとうございました。 

 

◎ 閉会宣告 

●藤田議長 これをもって、令和５年第１回豊頃町議会定例会を閉会します。 

 

午後 ０時０８分 閉会 
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 地方自治法第１２３条第２項の規定により署名します。 

 

 

   議  長 

 

 

 

   署名議員 

 

 

 

   署名議員 

 

 

 

 

 

 

 

 


